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2　近親者の忌引き

　近親者が死去し喪に服する場合は、会葬礼状など証明する書類を添えて、所定の手続きをし

てください。

　ただし、追試験受験を希望する者は、「試験規程」第7条に基づき、当該科目の試験実施日（レ

ポート提出締切日）を含めて4日以内に手続きしなければなりません。

　なお忌引きとして取り扱う日数は次のとおりとし、その期間は公欠の扱いになります。ただ

し、法事による欠席は忌引きの扱いにはなりません。

1親等（父母など） 連続7日間（休・祝日を含む）

2親等（祖父母・兄弟姉妹など） 連続3日間（休・祝日を含む）

3親等（伯叔父母・曾祖父母など） 1日間（休・祝日を含む）

本　人

父　母　①

配偶者

父　母　1

祖 父 母 2

曾祖父母3

祖 父 母 ②

曾祖父母③

兄弟姉妹2

甥　姪　3

伯叔父母3

子　①配偶者1

孫　②配偶者2

曾孫③配偶者3

兄弟姉妹②

甥　姪　③

配偶者3

配偶者2

配偶者3

伯叔父母③

○数字は血族とその親等
□数字は姻族とその親等

3 　授業が休講となる範囲外で、通学区間の交通機関がストライキ、事故、台風等で不通となり、

通学が困難となった場合

　欠席日から1週間以内に授業運営課に遅延証明書を添えて「欠席届」を提出してください。

　通学区間とは、大学に登録してある現住所の最寄り駅から玉川学園前駅の最短区間です。そ

れ以外の区間での公欠は認められません。

　なお、公欠の対象となる授業時間については、下記を参考にしてください。

《午前 6 時までに運転が再開されたとき》
　授業は平常通り実施

1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 6 限 7 限 8 限 9 限 10 限

《午前 9 時以降11時までの間に運転が再開されたとき》

《午前 6 時以降 9 時までの間に運転が再開されたとき》

1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 6 限 7 限 8 限 9 限 10 限

《午前11時以降に運転が再開されたとき》

1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 6 限 7 限 8 限 9 限 10 限

公　欠

授　業

授　業公　欠

公　欠

　当日の授業は4時限目まで公欠

　当日の授業は6時限目まで公欠

　当日の授業はすべて公欠

授業のしくみ
『履修ガイド』p. 10

試験規程
『履修ガイド』p. 192 ～ 193




